
家
族
と
い
う
テ
ー
マ
は
身
近
な
問
題
で
あ
り
、
そ
の
時
代
を
生
き
た
人
々
の
経
験
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
一
九
七
○
年
代
の
欧
米
に
お
け
る

家
族
史
研
究
の
開
花
も
、
こ
の
時
代
状
況
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
こ
の
ョ
－
ロ
ッ
パ
家
族
史
研
究
の
登
場
と
、
一
九
八
○
年
代
以
降
に
お

け
る
そ
の
わ
が
国
へ
の
影
響
を
理
解
す
る
た
め
に
、
さ
し
あ
た
り
以
下
の
三
点
を
、
こ
こ
で
検
討
し
て
お
き
た
い
。

第
一
は
、
欧
米
の
歴
史
学
に
お
い
て
家
族
が
テ
ー
マ
と
な
っ
た
、
一
九
七
○
年
代
と
は
い
か
な
る
時
代
で
あ
っ
た
の
か
。
な
ぜ
、
こ
の
時
代

に
家
族
史
研
究
が
学
問
的
な
成
長
産
業
と
な
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
一
九
五
○
年
代
の
戦
後
経
済
復
興
か
ら
一
九
六
○
年
代
ベ
ト

ナ
ム
反
戦
運
動
へ
と
、
現
代
史
は
国
民
枠
を
超
え
る
共
通
性
を
有
し
て
い
る
。
な
か
で
も
一
九
六
八
年
は
、
高
度
工
業
諸
国
を
通
底
す
る
歴
史

の
転
換
点
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
代
状
況
を
想
起
す
る
こ
と
が
、
家
族
史
研
究
を
理
解
す
る
た
め
に
不
可
決
で
あ
る
。

第
二
に
、
旧
西
ド
イ
ツ
を
例
に
、
戦
後
経
済
成
長
期
の
家
族
動
向
と
家
族
認
識
に
触
れ
る
。
一
九
五
○
・
六
○
年
代
は
、
核
家
族
形
成
が
広

く
社
会
的
下
層
に
も
可
能
と
な
り
、
結
婚
と
家
族
の
「
黄
金
時
代
」
と
な
っ
た
。
こ
の
新
し
い
家
族
状
況
が
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
た
の

か
。
同
じ
戦
後
復
興
を
経
験
し
た
ド
イ
ツ
と
の
比
較
で
、
日
本
の
家
族
状
況
を
理
解
す
る
た
め
で
あ
る
。

第
三
に
、
ョ
－
ロ
ッ
パ
の
家
族
史
研
究
は
、
日
本
に
お
け
る
家
族
研
究
に
ど
の
よ
う
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
持
っ
た
の
か
。
翻
訳
出
版
の
跡
を
通

論
文ョ

－
ロ
ッ
パ
家
族
史
研
究
の
影
響

キ
ー
ワ
ー
ド
亜
ョ
－
ロ
ッ
パ
家
族
史
１
９
６
８
年
家
族
政
策

若
尾
祐
司
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一
九
六
八
年
、
「
人
々
は
何
を
ど
う
考
え
た
の
か
」
。
雑
誌
『
世
界
』
の
論
考
を
通
し
て
考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
一
月
号
の
湯
川
秀
樹
論
説
「
核
時
代
の
次
に
来
る
べ
き
も
の
」
で
あ
る
。
冷
戦
体
制
下
、
核
戦
争
に
よ
る
人
類
破
滅
の
危
機
意
識
は
、

現
在
で
は
も
は
や
想
像
困
難
と
な
っ
て
い
る
。
ノ
ー
ベ
ル
賞
学
者
の
湯
川
氏
は
、
教
育
基
本
法
に
う
た
う
「
人
類
の
福
祉
と
世
界
平
和
」
と
い

う
戦
後
価
値
を
背
負
っ
て
、
科
学
者
の
社
会
的
責
任
を
果
た
し
て
い
た
。
そ
の
方
向
性
を
湯
川
氏
は
世
界
連
邦
に
求
め
つ
つ
、
同
時
に
現
代
の

「
巨
大
化
」
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
。
巨
大
化
は
無
限
大
指
向
で
あ
り
、
ど
こ
か
で
必
ず
破
綻
す
る
。
科
学
技
術
と
経
済
の
際
限
な
き
成
長
主
義
は
、

「
人
間
疎
外
と
い
う
よ
う
な
生
易
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
人
間
否
定
と
な
る
」
、
と
。

四
月
号
の
加
藤
祐
三
論
説
「
ベ
ト
ナ
ム
解
放
を
ど
う
考
え
る
か
」
は
、
一
月
三
○
日
の
テ
ト
（
旧
正
月
）
攻
勢
を
扱
う
。
ベ
ト
ナ
ム
の
戦
い

一
九
七
○
年
代
と
い
う
時
代
の
幕
開
け
は
、
一
九
六
八
年
青
年
反
乱
の
余
韻
と
ベ
ト
ナ
ム
反
戦
運
動
の
渦
の
な
か
に
あ
っ
た
。
一
九
七
○
年

の
五
月
四
日
オ
ハ
イ
オ
州
ケ
ン
ト
大
学
で
の
集
会
に
州
兵
が
発
砲
し
、
二
人
の
女
子
学
生
を
含
む
四
人
の
学
生
が
死
亡
す
る
。
反
戦
デ
モ
が
広

が
り
、
ア
メ
リ
カ
各
地
の
大
学
は
、
春
の
学
期
い
っ
ぱ
い
閉
鎖
さ
れ
た
。
ケ
イ
ト
・
ミ
レ
ッ
ト
『
性
の
政
治
学
』
が
出
版
さ
れ
、
反
戦
運
動
と

女
性
運
動
の
波
が
高
ま
っ
て
い
く
。
日
本
で
も
ベ
ト
ナ
ム
反
戦
運
動
の
高
揚
の
中
、
ウ
ー
マ
ン
・
リ
ブ
の
声
が
あ
げ
ら
れ
た
。

こ
の
一
九
七
○
年
代
は
、
一
九
六
八
年
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
洋
の
東
西
を
越
え
て
、
大
き
な
事
件
が
一
九
六
八
年
に
集
中
し
た
。
そ
れ
ぞ

れ
の
事
件
の
意
味
は
、
当
時
は
漠
然
と
し
て
い
て
も
、
四
○
年
を
経
た
現
在
で
は
、
歴
史
的
な
転
換
点
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
の
真
の
意
味
を
掘
り
起
こ
す
に
は
、
当
時
の
感
触
に
立
ち
返
り
、
四
○
年
の
時
を
経
て
風
化
し
た
記
憶
を
取
り
戻
す
こ
と
が
必
要
で

↑
《
）
つ
（
》
○

し
て
、
両
者
の
接
点
を
探
る
。
そ
の
上
で
、
一
二
世
紀
の
現
在
、
家
族
史
研
究
は
過
去
の
遺
産
を
継
承
し
つ
つ
、
ど
の
よ
う
な
課
題
を
持
つ
の

か
、
考
え
て
み
た
い
。

’
’
九
七
○
年
代
と
い
う
時
代
二
九
六
八
年
の
歴
史
的
転
換
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は
独
立
・
民
主
・
平
和
の
政
治
的
解
放
運
動
で
あ
り
、
米
軍
の
不
敗
神
話
は
崩
壊
し
た
、
と
い
う
。

五
月
号
の
村
上
淳
一
論
説
三
権
威
主
義
』
か
ら
『
人
間
性
の
回
復
全
」
で
は
、
西
ド
イ
ツ
の
社
会
主
義
ド
イ
ツ
学
生
同
盟
Ｓ
Ｄ
Ｓ
が
取
り

上
げ
ら
れ
る
。
学
生
運
動
の
急
進
化
は
、
「
高
度
経
済
成
長
と
『
技
術
革
新
時
代
・
科
学
時
代
』
の
内
部
か
ら
生
ま
れ
た
反
逆
」
で
あ
り
、
ヘ

ル
ベ
ル
ト
・
マ
ル
ク
ー
ゼ
が
学
生
た
ち
の
心
を
捉
え
る
の
は
、
技
術
的
合
理
化
の
中
で
の
人
間
の
感
性
の
回
復
と
い
う
テ
ー
マ
が
、
そ
こ
に
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
初
め
に
ア
メ
リ
カ
の
ビ
ー
ト
世
代
が
マ
ル
ク
ー
ゼ
を
発
見
し
、
そ
の
後
に
西
ド
イ
ツ
の
学
生
た
ち
を
捉
え
た
、
と

い
う
。
ョ
－
ロ
ッ
パ
の
青
年
反
乱
は
、
パ
リ
の
五
月
一
三
日
学
生
ゼ
ネ
ス
ト
か
ら
全
欧
州
に
広
が
っ
た
。

六
月
号
の
石
田
雄
論
説
「
キ
ン
グ
の
思
想
と
行
動
」
は
、
四
月
四
日
夜
の
キ
ン
グ
牧
師
射
殺
を
受
け
て
の
論
説
で
あ
る
。
石
田
氏
は
、
そ
の

非
暴
力
運
動
の
特
徴
を
、
次
の
諸
点
に
見
て
い
る
。
第
一
に
、
運
動
の
性
格
は
黒
人
運
動
と
い
う
よ
り
も
市
民
運
動
で
あ
り
、
平
等
の
権
利
・

経
済
的
機
会
・
ベ
ト
ナ
ム
反
戦
を
目
指
し
て
い
た
。
第
二
に
、
非
暴
力
主
義
は
「
市
民
的
不
服
従
を
伴
う
激
し
い
も
の
」
で
あ
り
、
現
代
の
代

議
制
民
主
政
治
の
機
能
障
害
を
克
服
す
る
、
「
非
暴
力
直
接
行
動
」
で
あ
る
。
第
三
に
、
キ
ン
グ
の
目
標
と
す
る
人
権
・
民
主
主
義
・
平
和
、

お
よ
び
そ
の
手
段
と
し
て
の
非
暴
力
は
、
日
本
国
憲
法
と
完
全
に
重
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
キ
ン
グ
の
道
を
継
ぐ
の
は
日
本
人
の
使
命
で
あ
る
、

最
後
に
、
一
○
月
号
の
斉
藤
孝
論
説
「
チ
ェ
コ
事
件
の
思
想
的
衝
撃
」
は
、
八
月
二
○
日
の
ソ
連
は
じ
め
東
欧
五
カ
国
軍
の
チ
ェ
コ
侵
入
を

受
け
て
の
も
の
で
あ
る
。
「
二
千
語
宣
言
」
に
盛
ら
れ
た
「
言
論
の
自
由
」
は
、
社
会
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
主
張
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
ソ

連
は
反
革
命
と
し
て
制
圧
し
た
。
そ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
と
同
じ
、
「
国
際
政
治
に
お
け
る
弱
い
も
の
い
じ
め
」
で
あ
り
、
社

会
主
義
国
に
お
け
る
言
論
・
結
社
の
自
由
は
避
け
て
通
れ
な
い
、
と
す
る
。

以
上
、
テ
ト
攻
勢
、
プ
ラ
ハ
の
春
、
キ
ン
グ
氏
射
殺
、
パ
リ
五
月
反
乱
、
ソ
連
軍
の
チ
ェ
コ
進
入
と
、
大
き
な
事
件
の
連
鎖
の
な
か
で
、
戦

後
政
治
を
支
え
て
き
た
二
つ
の
権
威
、
ア
メ
リ
カ
ン
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
ソ
連
共
産
主
義
は
崩
壊
し
た
。
自
由
民
主
政
と
人
民
民
主
政
で
あ
り
、

こ
の
二
つ
の
体
制
を
支
え
た
権
力
装
置
、
米
軍
と
赤
軍
の
解
放
軍
神
話
は
崩
れ
、
抑
圧
者
の
性
格
が
白
日
の
下
に
さ
ら
さ
れ
た
。
同
時
に
、
軍

事
力
に
支
え
ら
れ
て
形
骸
化
し
た
民
主
政
治
に
対
し
、
ベ
ト
ナ
ム
の
武
力
闘
争
以
上
に
、
そ
れ
を
支
援
す
る
世
界
の
反
戦
運
動
と
非
暴
力
直
接

１
ン
」
○
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そ
う
し
た
ナ
チ
・
レ
ジ
ー
ム
の
人
口
帰
結
を
引
き
ず
り
な
が
ら
、
一
九
五
○
年
代
に
入
っ
て
分
断
国
家
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
（
旧
西
ド
イ
ツ
）

は
、
冷
戦
体
制
に
お
け
る
西
側
の
前
哨
国
と
し
て
、
急
速
な
戦
後
復
興
と
経
済
成
長
を
遂
げ
て
い
く
。
こ
の
過
程
で
家
族
政
策
が
前
面
に
押
し

出
さ
れ
、
同
質
的
な
小
家
族
の
安
定
し
た
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
、
す
べ
て
の
社
会
層
に
浸
透
し
た
。

一
九
四
九
年
の
連
邦
共
和
国
憲
法
六
条
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
二
九
条
を
継
承
し
て
、
「
婚
姻
お
よ
び
家
族
は
国
家
秩
序
の
保
護
を
受
け

る
」
と
し
た
。
そ
の
具
体
化
と
し
て
首
相
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
は
、
一
九
五
三
年
一
○
月
二
○
日
の
連
邦
議
会
に
、
家
族
大
臣
の
新
設
を
提
案
し
た
。

形
の
行
動
が
始
ま
る
。

け
た
人
々
が
あ
っ
た
。

つ
ぎ
に
、
一
九
五
（

て
、
家
族
動
向
と
家
』

ぎ
に
、
一
九
五
○

九
五
○

行
動
こ
そ
、
人
権
と
平
和
と
い
う
普
遍
的
価
値
へ
の
道
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
意
識
さ
れ
た
。
長
期
の
歴
史
的
視
野
か
ら
見
れ
ば
、
革
命

房
ぐ
○
旨
き
ロ
に
よ
る
新
秩
序
の
定
立
か
ら
、
非
暴
力
の
市
民
運
動
に
よ
る
秩
序
内
改
革
へ
の
転
換
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
非
暴
力
需
弓
四
匡
国

と
底
辺
民
主
主
義
富
農
号
日
昊
国
房
呂
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
集
約
さ
れ
、
そ
の
上
に
一
九
七
○
年
代
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
百
一
○
四
の
ｇ
と
社
会

的
共
生
の
目
邑
を
両
軸
と
す
る
「
新
し
い
社
会
運
動
」
が
広
が
っ
て
い
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
市
民
的
抵
抗
・
非
暴
力
直
接
行
動
は
、
西
側
の
社
会
運
動
に
限
ら
れ
な
い
。
東
側
で
も
、
困
難
な
政
治
的
条
件
の
下
で
、
こ
の

形
の
行
動
が
始
ま
る
。
た
と
え
ば
、
東
ド
イ
ツ
の
知
識
人
の
な
か
に
は
、
チ
ェ
コ
事
件
に
対
す
る
抗
議
の
意
思
か
ら
、
投
票
ボ
イ
コ
ッ
ト
を
続

き
く
上
回
っ
た
。
男
子
の
損
失
』

ナ
ス
が
計
上
さ
れ
る
、
と
い
う
。

第
二
次
世
界
大
戦
に
よ
る
ド
イ
ツ
の
人
口
喪
失
は
、
動
員
兵
士
一
八
二
○
万
人
の
う
ち
の
戦
死
五
三
二
万
人
を
は
じ
め
、
日
本
の
そ
れ
を
大

く
上
回
っ
た
。
男
子
の
損
失
に
よ
る
女
性
の
出
産
欠
損
な
ど
も
含
め
れ
ば
、
戦
争
が
な
か
っ
た
場
合
よ
り
も
、
一
四
○
○
万
人
規
模
の
マ
イ

・
六
○
年
代
か
美

家
族
動
向
と
家
族
政
策
を
見
た
い
。

・
六
○
年
代
か
ら

二
戦
後
の
経
済
成
長
と
家
族
政
策
”
旧
西
ド
イ
ツ
の
場
合

七
○
年
代
へ
、
急
速
に
経
済
成
長
を
遂
げ
た
旧
西
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
、
日
本
と
の
比
較
の
素
材
と
し
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提
案
理
由
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
「
ド
イ
ツ
国
民
の
高
齢
化
の
拡
大
が
続
い
て
い
る
」
「
二
つ
の
世
界
戦
争
に
よ
る
喪
失
は
、
こ
の
恐
ろ
し
い

減
少
の
理
由
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
。
現
在
、
人
口
の
六
七
％
が
生
産
年
齢
に
あ
り
、
九
％
が
高
齢
者
で
、
二
四
％
は
若
い
年
齢
で
労
働
能
力
を

持
た
な
い
。
こ
う
し
た
人
口
の
構
成
が
、
生
産
年
齢
人
口
に
不
利
な
方
向
で
変
化
し
続
け
て
い
る
。
長
命
が
広
が
り
、
そ
し
て
出
生
数
が
減
少

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
と
ｅ
閏
讐
冷
鴨
一
．
届
．
静
冒
．
．
ご
望
↓
切
三
）
。

こ
の
時
期
、
旧
西
ド
イ
ツ
の
出
生
率
は
人
口
一
○
○
○
人
当
た
り
一
五
・
七
人
と
、
フ
ラ
ン
ス
の
一
九
・
四
人
よ
り
も
大
幅
に
落
ち
込
ん
で

い
た
。
出
生
減
少
に
よ
る
将
来
の
生
産
人
口
の
後
退
、
そ
し
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
三
○
人
と
い
っ
た
東
欧
圏
の
高
い
出
生
率
へ
の
危
機
感
か
ら
、

ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
政
権
に
よ
っ
て
、
「
家
族
政
策
」
を
系
統
的
に
遂
行
す
る
、
家
族
政
策
省
の
設
立
が
提
案
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
結
婚
と
出
産

は
私
的
な
事
項
で
あ
り
、
個
々
人
の
問
題
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
の
経
験
に
照
ら
す
ま
で
も
な
く
、
国
家
の
介
入
は
許
さ
れ
な
い
。
こ
の
前
提
の
上

で
、
い
か
な
る
家
族
政
策
が
可
能
か
。
初
代
の
家
族
大
臣
ヴ
ュ
ル
メ
リ
ン
グ
は
、
家
族
政
策
の
基
本
原
則
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
家
族
生
活
の
負
担
は
家
族
か
ら
除
去
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
軽
減
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
若
い
妻
た
ち
は
家
庭
で
働
き
子
育
て
を
す
る

こ
と
が
願
わ
し
い
が
、
も
ち
ろ
ん
妻
た
ち
の
職
業
活
動
を
窓
意
的
に
制
限
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
工
場
や
事
務
所
か
ら
彼
女
た
ち
が
、
家
族

へ
と
再
び
戻
る
こ
と
の
で
き
る
手
段
と
方
法
を
見
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
」
。
し
か
し
、
家
庭
に
と
ど
ま
り
子
ど
も
を
育
て
る
か
、
家
庭
の
た
め

に
外
に
働
き
に
出
る
か
は
、
個
々
の
妻
た
ち
の
決
定
に
委
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
ｅ
の
『
普
房
鴨
這
．
ｚ
ｏ
く
．
己
認
め
．
巴
。

専
業
主
婦
を
理
想
と
し
つ
つ
、
そ
れ
を
強
制
し
な
い
こ
と
が
原
則
で
あ
り
、
こ
の
原
則
の
下
で
の
家
族
支
援
策
は
二
つ
の
柱
か
ら
な
っ
て
い

た
。
第
一
は
、
社
会
住
宅
の
建
設
で
あ
り
、
「
家
族
に
ふ
さ
わ
し
い
住
居
」
の
供
給
で
あ
っ
た
。
こ
の
政
策
に
よ
り
、
労
働
者
層
の
家
族
生
活

を
制
約
し
て
き
た
住
宅
問
題
は
大
幅
に
解
消
さ
れ
た
。
親
族
・
縁
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
頼
ら
ず
、
社
会
住
宅
に
よ
っ
て
若
い
男
女
が
、
結
婚

生
活
を
始
め
る
チ
ャ
ン
ス
が
大
き
く
開
か
れ
た
。
も
は
や
、
だ
れ
に
と
っ
て
も
結
婚
と
家
族
は
、
夢
で
は
な
く
現
実
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
二
九
条
二
項
の
「
多
子
家
族
へ
の
調
整
扶
助
目
の
但
胃
言
呂
①
甸
言
の
○
侭
の
」
を
継
承
し
、
「
家
族
調
整
金
計

画
」
を
進
め
る
こ
と
で
あ
る
。
第
三
子
以
降
の
子
ど
も
へ
の
手
当
て
支
給
や
、
連
邦
鉄
道
の
家
族
割
引
の
導
入
で
あ
る
。
『
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
』

一
九
五
四
年
九
月
一
五
日
号
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
家
族
大
臣
が
直
面
す
る
作
業
分
野
の
人
口
構
成
は
、
独
身
者
三
○
％
、
子
な
し
既
婚
者
二
○
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急
激
な
出
生
率
低
下
を
導
い
た
要
因
は
、
新
し
い
女
性
運
動
と
ピ
ル
の
普
及
に
あ
り
、
多
様
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
模
索
の
な
か
で
、
若
い

世
代
の
生
殖
行
動
に
、
ブ
レ
ー
キ
が
掛
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
局
面
で
、
婚
姻
に
基
づ
く
近
代
の
家
族
制
度
は
脱
制
度
化
の
プ
ロ
セ
ス
に

入
っ
た
。
焦
点
と
な
っ
た
の
は
、
刑
法
一
二
八
条
（
堕
胎
罪
）
で
あ
り
、
夫
権
と
父
権
Ⅱ
近
代
家
父
長
制
の
破
棄
で
あ
る
。
た
と
え
ば
親
権
に

つ
い
て
、
一
九
七
九
年
に
「
両
親
の
権
力
の
言
門
言
言
雰
弓
煙
巨
か
ら
「
両
親
の
配
盧
の
言
昌
ｇ
①
習
括
①
」
へ
と
法
律
用
語
が
変
更
さ
れ
、
家

父
長
制
の
法
的
解
除
が
着
実
に
進
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
一
九
七
○
年
代
欧
米
の
家
族
動
向
は
、
夫
権
・
父
権
を
支
柱
と
す
る
近
代
家
父
長
制
の
法
的
お
よ
び
現
実
的
な
解
体
期
で
あ
り
、

多
様
な
パ
ー
ト
ナ
ー
関
係
・
共
生
関
係
（
ミ
ク
ロ
関
係
性
）
へ
の
実
験
の
時
代
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
時
代
状
況
と
結
び
つ
い
て
、
家
族
の
過

去
に
目
が
向
け
ら
れ
、
家
族
史
研
究
が
開
花
し
た
の
で
あ
っ
た
。

％
、
子
ど
も
一
人
既
婚
者
二
九
％
、
子
ど
も
二
人
既
婚
者
一
三
％
、
子
ど
も
三
人
既
婚
者
五
％
、
子
ど
も
四
人
以
上
既
婚
者
三
％
と
い
う
比
率

で
あ
っ
た
。
ほ
ぼ
、
子
持
ち
世
帯
と
子
な
し
・
独
身
世
帯
が
半
々
で
あ
り
、
子
持
ち
世
帯
の
八
割
以
上
が
子
ど
も
一
人
か
二
人
で
あ
る
。
子
ど

も
三
人
以
上
の
比
率
は
二
割
に
満
た
な
い
。
も
は
や
子
ど
も
一
人
な
い
し
二
人
家
族
が
、
「
普
通
の
家
族
」
で
あ
っ
た
。

一
九
五
○
年
代
の
旧
西
ド
イ
ツ
は
、
完
全
雇
用
と
い
う
経
済
的
な
安
定
性
に
支
え
ら
れ
、
「
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
」
と
「
結
婚
の
黄
金
時
代
」
と

な
っ
た
。
子
ど
も
二
人
家
族
の
理
想
像
は
、
も
は
や
誰
に
と
っ
て
も
手
の
届
く
も
の
と
な
っ
た
。
だ
が
、
理
想
が
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
と
き
、

性
別
役
割
に
基
づ
く
近
代
家
族
の
矛
盾
に
、
多
く
の
女
性
が
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
近
代
家
族
像
を
洗
い
流
す
、
新
し
い
フ
ェ
ミ
ニ
ズ

ム
の
波
の
到
来
は
、
も
は
や
時
間
の
問
題
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

出
生
率
の
頂
点
は
一
九
六
四
年
で
、
そ
れ
以
降
は
緩
や
か
に
低
下
し
、
そ
し
て
一
九
六
八
年
か
ら
急
激
な
低
下
が
始
ま
る
。
一
九
七
四
年
に

は
一
○
・
○
に
落
ち
込
み
、
こ
の
水
準
が
現
在
ま
で
ほ
ぼ
続
く
こ
と
に
な
る
。
一
九
七
五
年
に
雑
誌
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
は
「
ド
イ
ツ
人
は
死
に
絶

え
る
か
」
と
い
う
特
集
号
を
出
し
、
再
び
人
口
枯
渇
の
危
機
を
訴
え
る
。
こ
の
時
期
、
ド
イ
ツ
の
出
生
率
は
ア
ジ
ア
の
四
分
の
一
、
世
界
平
均

の
三
・
五
分
の
一
で
あ
り
、
こ
の
事
態
が
続
け
ば
、
た
と
え
ば
バ
イ
エ
ル
ン
州
の
人
口
は
一
○
○
○
万
人
か
ら
百
年
後
は
二
五
○
万
人
に
な
る
、

と
危
機
感
を
煽
っ
た
。
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こ
う
し
て
、
一
九
七
○
年
代
は
ド
イ
ツ
で
も
日
本
で
も
、
政
治
と
家
族
の
革
新
の
時
代
で
あ
り
、
そ
の
上
に
家
族
史
研
究
が
展
開
し
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
、
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
の
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
登
場
と
と
も
に
、
政
治
の
気
流
は
変
わ
り
、
同
権

志
向
か
ら
「
自
由
」
志
向
の
右
派
政
治
へ
と
転
換
し
た
。
先
進
国
の
英
米
は
、
ド
イ
ツ
と
日
本
の
経
済
成
長
に
よ
っ
て
打
撃
を
受
け
、
経
済
的

な
停
滞
に
陥
っ
て
い
た
。
そ
の
回
復
の
た
め
、
福
祉
の
社
会
的
コ
ス
ト
を
切
り
下
げ
、
企
業
の
競
争
力
を
強
化
す
る
新
自
由
主
義
・
市
場
原
理

主
義
へ
と
、
戦
後
政
治
の
軌
道
が
変
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
日
本
も
ア
ジ
ア
・
ニ
ッ
ク
ス
の
挑
戦
を
受
け
、
同
じ
方
向
に
走
っ
た
。
そ
こ
で
、

市
場
と
家
庭
の
性
別
二
元
論
が
再
び
前
面
に
出
さ
れ
た
。
一
九
七
九
年
六
月
政
権
党
の
「
家
庭
基
盤
の
充
実
に
関
す
る
対
策
要
綱
」
で
あ
る
。

こ
の
傾
向
は
、
一
九
八
二
年
に
誕
生
し
た
ド
イ
ツ
の
コ
ー
ル
保
守
党
政
権
で
も
浮
上
し
、
女
性
の
家
庭
役
割
・
主
婦
役
割
が
強
調
さ
れ
た
。
と

は
い
え
、
旧
東
欧
圏
の
解
体
に
よ
り
一
層
力
を
得
た
新
自
由
主
義
の
経
済
路
線
は
、
性
別
役
割
と
い
う
よ
り
も
、
市
場
原
理
主
義
の
労
働
政
策

を
推
進
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
低
賃
金
の
非
正
規
雇
用
が
拡
大
し
、
労
働
者
と
い
う
よ
り
も
投
資
家
本
位
の
企
業
経
営
が
方
向
づ
け
ら
れ
た
。

か
く
て
、
一
二
世
紀
へ
の
世
紀
換
期
を
ま
た
い
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
の
投
資
活
動
が
世
界
経
済
を
支
配
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
、
現
在

か
く
て
、
一
二
世
紀
へ
の
世
紀
換
期
を
一

か
編
『
講
座
家
族
」
全

七
五
’
八
一
年
）
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
、
ド
イ
ツ
の
家
族
動
向
と
の
比
較
で
見
れ
ば
、
た
し
か
に
戦
後
改
革
に
よ
り
日
本
で
も
、
子
ど
も
二
人
家
族
の
理
想
が
一
挙

に
広
が
り
、
終
身
雇
用
制
に
よ
る
将
来
見
通
し
と
も
結
び
つ
い
て
、
一
九
五
○
・
六
○
年
代
は
、
結
婚
と
家
族
の
黄
金
時
代
と
な
っ
た
。
同
時

に
、
家
族
国
家
観
の
克
服
が
戦
後
民
主
主
義
の
最
重
要
課
題
で
あ
り
、
な
お
嫁
・
姑
問
題
を
引
き
ず
っ
て
い
た
状
況
の
な
か
で
、
家
族
の
歴
史

研
究
が
専
門
分
野
を
超
え
て
精
力
的
に
取
り
組
ま
れ
た
。
そ
の
成
果
は
、
一
九
七
○
年
代
の
家
族
論
集
に
結
晶
化
さ
れ
て
い
る
。
青
山
道
夫
ほ

か
編
『
講
座
家
族
」
全
八
巻
、
弘
文
堂
（
一
九
七
三
・
七
四
年
）
と
福
島
正
夫
編
『
家
族
政
策
と
法
』
全
七
巻
、
東
京
大
学
出
版
会
（
一
九

の
世
界
は
恐
慌
の
危
機
の
な
か
に
あ
る
。
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さ
て
、
一
九
六
三
年
の
ベ
テ
ィ
・
フ
リ
ー
ダ
ン
『
女
ら
し
さ
の
神
話
』
が
新
し
い
女
性
運
動
の
起
点
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
同
じ
よ
う
に
一
九

六
二
年
ア
リ
エ
ス
『
子
ど
も
の
誕
生
』
英
訳
版
（
フ
ラ
ン
ス
語
版
一
九
六
○
年
）
と
、
一
九
六
五
年
ラ
ス
レ
ッ
ト
『
わ
れ
ら
失
い
し
世
界
』
に
、

新
し
い
家
族
史
研
究
の
起
点
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
者
は
ア
ナ
ー
ル
派
の
伝
統
の
上
に
心
性
史
と
歴
史
人
類
学
を
、
後
者
は
歴
史
人
口

学
の
組
織
化
に
よ
る
、
家
族
史
研
究
を
方
向
づ
け
た
。
こ
の
二
つ
の
方
法
的
基
盤
の
上
に
、
家
族
史
研
究
は
一
九
七
○
年
代
ョ
－
ロ
ッ
パ
歴
史

学
の
本
流
と
な
っ
た
。
日
本
で
翻
訳
さ
れ
た
家
族
史
文
献
も
、
そ
の
原
書
の
多
く
は
一
九
七
○
年
代
の
刊
行
で
あ
る
。

表
は
、
一
九
七
○
年
代
以
降
に
お
け
る
欧
米
文
献
の
主
な
翻
訳
の
一
覧
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
一
○
年
単
位
の
特
徴
が
示
さ
れ
て
い
る
。
一

九
七
○
年
代
の
翻
訳
は
、
社
会
学
の
古
典
文
献
に
限
ら
れ
る
。
パ
ー
ソ
ン
ズ
、
デ
ュ
ル
ヶ
ー
ム
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
、
エ
リ
ァ
ス
、
そ
し
て
ヴ
ェ

ー
バ
ー
の
『
経
済
と
社
会
』
に
お
け
る
家
共
同
体
論
も
、
七
○
年
代
末
に
訳
出
さ
れ
て
い
る
。
例
外
は
ブ
ル
ン
ナ
ー
の
著
作
で
あ
る
が
、
そ
れ

も
家
族
と
い
う
よ
り
、
社
会
構
造
一
般
へ
の
関
心
か
ら
の
翻
訳
で
あ
っ
た
。

ア
リ
エ
ス
『
子
ど
も
の
誕
生
』
の
翻
訳
が
、
日
本
で
も
新
し
い
家
族
史
研
究
へ
の
起
点
と
な
る
。
一
九
八
○
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

二
宮
宏
之
ほ
か
編
『
家
の
歴
史
社
会
学
』
一
九
八
三
年
で
、
ョ
－
ロ
ッ
パ
家
族
史
の
体
系
的
な
紹
介
が
行
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
の

家
族
史
研
究
を
間
に
挟
ん
で
、
ラ
ス
レ
ッ
ト
お
よ
び
速
水
融
氏
の
論
文
が
最
初
と
最
後
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
人
類
学
を
中

心
と
し
、
日
英
の
歴
史
人
口
学
で
補
完
さ
れ
る
形
で
あ
る
。

こ
の
著
作
の
「
解
題
」
の
結
び
で
二
宮
氏
は
、
日
本
の
家
族
史
研
究
と
の
関
連
を
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
第
一
に
、
川
島
武
宜
氏

や
戒
能
通
孝
氏
な
ど
、
日
本
で
は
家
と
国
家
、
家
族
構
造
と
政
治
権
力
と
の
関
連
を
問
題
に
す
る
が
、
ア
ナ
ー
ル
の
歴
史
学
で
は
こ
の
点
が
欠

落
す
る
。
し
か
し
第
二
に
、
ア
ナ
ー
ル
の
歴
史
学
は
規
範
よ
り
も
実
態
に
目
を
注
ぎ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
捨
て
子
や
婚
外
子
、
家
庭
内
紛
争
な
ど
、

家
族
生
活
の
実
情
に
迫
っ
て
い
る
。
第
三
に
、
「
家
族
」
の
研
究
は
日
本
で
長
い
伝
統
を
持
ち
、
日
本
の
家
族
復
元
作
業
（
速
水
融
）
も
国
際

三
欧
米
家
族
史
研
究
の
イ
ン
パ
ク
ト
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Frevert,U.,若尾祐司ほか訳「ドイツ女性の社会史』晃洋書房(1986)

Medick,H./a.,篠塚信義ほか編訳「西欧近代と腱村工業j北大図書刊行会

Weber-Kellermann, I.,烏光美緒子訳「ドイツの家族j勁草書房(1974)

Stone,L.,北本正章訳「家族・性・結婚の社会史」勁草書房(1977)
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ま
ず
、
日
本
で
は
欧
語
の
文
献
が
多
数
翻
訳
さ
れ
、
ま
た
日
本
の
家
族
史
に
関
す
る
欧
語
文
献
も
多
数
出
版
さ
れ
て
い
る
。
欧
語
文
献
の
翻

訳
に
限
っ
て
み
れ
ば
、
一
九
八
○
年
代
に
は
フ
ラ
ン
ス
語
お
よ
び
英
語
圏
の
家
族
史
文
献
が
大
量
に
翻
訳
さ
れ
る
。
前
者
で
は
、
主
に
前
近
代

を
対
象
と
す
る
も
の
か
ら
、
感
性
の
諸
分
野
の
歴
史
へ
と
広
が
っ
て
い
く
。
ま
た
後
者
で
は
、
歴
史
人
口
学
と
と
も
に
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・

ラ
ブ
を
軸
と
す
る
近
代
家
族
の
形
成
史
が
重
要
な
テ
ー
マ
群
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
九
九
○
年
代
に
入
り
ド
イ
ツ
語
圏
の
文
献
翻
訳
が
加
わ
り
、

さ
ら
に
各
国
の
家
族
史
研
究
の
蓄
積
の
上
に
、
よ
り
広
く
ョ
－
ロ
ッ
パ
・
レ
ベ
ル
や
異
文
化
比
較
の
家
族
史
研
究
が
紹
介
さ
れ
る
。

そ
う
し
た
翻
訳
成
果
が
、
日
本
の
厚
い
家
族
史
研
究
に
ど
の
よ
う
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
の
か
。
こ
の
問
題
へ
の
回
答
は
、
容
易
で
は
な

い
。
し
か
し
、
戦
後
歴
史
学
の
階
級
闘
争
史
観
か
ら
社
会
史
研
究
へ
の
移
行
の
一
環
と
し
て
、
歴
史
概
念
の
構
成
（
範
晴
論
）
や
歴
史
の
法
則

把
握
と
い
う
よ
り
も
、
人
々
の
日
常
生
活
を
理
解
す
る
、
日
常
史
へ
の
転
換
に
貢
献
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
ま
た
、
日
本
国
憲
法
の
家
族
規

範
に
つ
い
て
も
、
憲
法
二
四
条
の
家
庭
内
に
お
け
る
男
女
平
等
規
定
は
、
家
族
保
護
条
項
を
欠
く
と
批
判
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
条
項
の
憲
法

規
範
と
し
て
の
現
代
的
な
意
義
が
認
識
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
特
定
の
家
族
イ
メ
ー
ジ
（
性
別
役
割
の
核
家
族
）
を
固
定
し
保
護
す
る
の
で

は
な
く
、
共
働
き
ス
タ
イ
ル
な
ど
多
様
な
ミ
ク
ロ
関
係
性
へ
の
道
を
開
く
規
範
で
あ
る
、
と
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
情
報
メ
デ
ィ
ア
の
発
達
に
よ
っ
て
世
界
は
一
体
化
し
、
人
々
の
結
婚
・
家
族
行
動
は
国
境
を
越
え
て
同
化
す
る
傾
向
に
あ

る
。
た
と
え
ば
、
一
定
の
時
間
差
は
あ
れ
、
若
い
世
代
の
性
の
自
由
化
と
、
婚
姻
に
囚
わ
れ
な
い
カ
ッ
プ
ル
形
成
は
一
般
的
な
現
象
と
な
っ
て

い
る
。
ま
た
、
高
学
歴
化
と
新
自
由
主
義
に
よ
る
雇
用
の
不
安
定
化
に
よ
り
、
初
婚
年
齢
や
未
婚
率
の
大
幅
上
昇
が
生
じ
て
い
る
。
少
子
化
と

高
齢
化
に
伴
う
世
帯
規
模
の
縮
小
・
単
身
世
帯
の
増
加
も
、
国
境
を
越
え
る
共
通
の
家
族
・
人
口
現
象
と
な
っ
て
い
る

こ
の
新
し
い
家
族
・
人
口
状
況
に
対
し
て
、
家
族
史
研
究
は
ど
の
よ
う
に
取
り
組
む
の
か
。
新
自
由
主
義
に
よ
る
失
わ
れ
た
三
○
年
の
時
を

侍
す
る
、
と
。

的
に
注
目
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
日
本
の
研
究
蓄
積
と
ョ
－
ロ
ッ
パ
の
研
究
と
の
対
話
を
、
一
九
八
○
年
創
刊
の
『
家
族
史
研
究
』
の
今
後
に
期

に
進
ん
で
い
る
。

こ
の
三
宮
氏
の
指
摘
か
ら
四
分
の
一
世
紀
、
大
き
く
見
れ
ば
対
話
が
進
む
と
い
う
の
み
な
ら
ず
、
研
究
対
象
そ
れ
自
身
が
重
な
り
あ
う
方
向
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超
え
て
、
ま
ず
は
一
九
六
八
年
の
時
代
意
識
に
立
ち
返
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
で
、
労
動
と
子
育
て
（
生
産
と
再
生
産
）
に
従
事

し
て
普
通
に
生
存
で
き
る
社
会
シ
ス
テ
ム
を
志
向
し
つ
つ
、
そ
の
構
築
に
つ
な
が
る
家
族
史
研
究
の
新
た
な
テ
ー
マ
発
見
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

（
名
古
屋
大
学
西
洋
史
）
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